
アカデミー
「研修」の現場を行く！

八王子市がいち早く、差別禁止条例の制定に取
り組んだのはなぜか。
「ひと言で言えば、市民が働きかけ、行政がそ
れに応えた結果なのです。かねてから市内には、
障害者が抱える暮らし難さや悩みを解消していこ
うとする障害者団体の活動がありました。団体に
は、障害者への無理解から生じる差別をなくすさ
まざまな提案なども蓄積されていたのです。障害
者の権利について高い問題意識と活動実績があっ
たからこそ、いち早い条例制定につながったと思
います」
そう語るのは、福祉部障害者福祉課主査の永松
宏一さんである。永松さんは条例が施行された１
年後に現在の部署に異動してきた。前の職場は総
務部法制課で、当該条例づくりの主任であった。

差別解消への気運の高まり

八王子市内で活動してきた障害者団体が「八王
子障害者の権利を考える会」を立ち上げたのは、
平成19年のことであった。この年は、日本が、前

年に国連で採択された「障害者の権利に関する条
約」に署名した時期にあたる。当時、障害を理由
とする差別禁止を法律で明文化していた国は100
か国以上あったが、日本は有していなかった。
日本は、条約の批准に向け、障害者基本法の改
正、障害者総合支援法、障害者差別解消法の制定
など、障害者福祉の充実を期す国内法制度の整備
に動くことになる。国の国連条約署名により、自
治体、中でも福祉政策担当部署では、障害者差別
をなくそうとする制度設計を模索する動きが急速
に高まった。同年、千葉県は、自治体としては初
の障害者差別禁止条例となる、「障害のある人も
ない人も共に安心して暮らしやすい千葉県づくり
条例」を制定している。
八王子市の「考える会」では21年以降、専門家
や市民などを交え、勉強会やセミナーを定期的に
開催するなど、障害者の権利擁護を高める活動を
推進した。22年には市議会に対して、条例制定の
請願書を提出している。ちなみにこの年、北海道
でも千葉県に続き、同種の条例が制定された。以
降、さいたま市、岩手県、熊本県でも条例が制定

障害のある人もない人も
共に安心して暮らせる八王子づくり

東京都八王子市

平成26年９月、アカデミーは研修科目「障がい者福祉政策」で東京都八王子市が制定した障害者差別禁止条例を
紹介した。今号では、八王子市の事例をあらためて取材した。
八王子市が「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定したのは平成23年12月の
ことである（施行は平成24年４月）。市町村として、いわゆる障害者差別条例を制定した２例目であり、政令指定
都市を除く市町村としては初の試みであった。全国に先駆けて取り組んだ背景と経緯、さらに条例制定の先進自治
体から見た今後の課題は何か─。
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されていった。
八王子市議会は、「考える会」の請願書を全会

派一致で可決した。そして翌23年には障害者自立
支援法に基づく「八王子市障害者地域自立支援協
議会」が発足している。運営委員は、障害者、医
療関係者、市民、市職員ら20名で構成され、市障
害者福祉課が事務局を担った。同年５月には、条
例に関する議論を重ねて市長に答申する「差別禁
止条例案検討部会」が設けられ、12月議会での条
例制定をめざした。
市では、部会から提出された原案を正式な条例

文として整え、議会に提出し、条例案は可決成立
した。

条例づくりのポイント

市条例の目的と基本理念は下記のとおりである。
１　市条例の目的
•市民及び事業者が障害者に対する理解を深める。
•差別をなくす取り組みについて基本理念を定め、
係る施策を総合的に推進する。
•障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個
性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすこと
ができる共生社会の実現に寄与する。

２　市条例の基本理念
•障害者に対する差別をなくす取り組みは、①障
害の有無にかかわらず等しく基本的人権が享有さ
れることを前提とする、②障害者理解の啓発と一

体のものとして行う、③市、市民、事業者等の相
互の理解・協力が必要となる。

条例のポイントは以下の点にあると永松さんは
指摘する。
①障害を理由に差別してはならないことを明確

化したこと、②生活・支援において障害者に対し
て合理的な配慮するよう努めることを明確化した
こと、③市、相談支援機関、調整委員会などによ
る差別是正のスキームづくりを取り入れたこと。

協議会の部会が設置されてからわずか半年、条
例の原案が市に提示され、部会と障害者福祉課、
さらに障害者福祉課と法制課で調整しながら作業
を進めていった。障害者福祉課と法制課では、部
会の熱い思いを反映させるように配慮した。条文
の前文を部会の意図を反映させた内容にしたほか、
３年を目途に見直す附則も明記した。見直しを明
記したのは、国の障害者差別解消法の施行（平成
28年４月）を勘案し、同法と条例の将来的な調整
を図る必要性があったためである。

障害者への理解を深めてもらう工夫

さらに、「条例は、八王子の実情に合った柔軟
な仕組みづくりであり、障害者の体験が反映され
ています。障害者の体験をみんなで考え、どうす
れば安心して暮らせるかという視点で構成されて
います」と永松さんは語る。

「八王子障害者の権利を考える会」が主催した勉強会

「八王子市障害者地域自立支援協議会」が主催した条例制定イ
ベント
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では、具体的にはどのようなかたちで障害者の
体験が反映されているのか。一端を見ていきたい。
市が条例を紹介した小冊子（B4判、23ページ）
がある。条文とともに、条例の必要性、背景、内
容などが整理されているが、注目したいのは、障
害者が生活するうえで、どのような点で社会的障
壁を感じたのか、さらに障壁を除去するための
「合理的な配慮」とは何かという、具体事例が盛
り込まれていることである。
例えば以下のような説明がある。

「具体的な差別事例」
•お店で、席が空いているのに、「車いすは場所
を取るので、お昼時はご遠慮ください」と入店を
断ること。
•カード等の申込みをするとき、本人確認のため
電話確認が必要だからという理由で、聴覚障害が
ある人にも、電話確認以外の方法を提示せず断る
こと。
「合理的な配慮の事例」
•建物や道路やバスなど：事故で電車が止まった
時などに、現在の情報を視覚障害の人に伝えたり、
知的障害の人に優しい言葉で伝えたりすること。
•コミュニケーション：お店で、視覚障害のある
人に商品の説明や値段を伝えたりするなどの配慮
がなされること。
•医療、リハビリ：医師から診断の結果を聞く際
に聴覚障害者が筆談などで説明をしてもらったり、
知的障害者が優しい言葉で説明してもらったりす
ること。

「合理的な配慮とは？」
•障害のある人が障害のない人と同じことをする
ときに、市や事業者や市民等の周りの人が、障害
のある人に合わせて、その状況に応じた変更や調
整などを、お金や労力の負担がかかりすぎない範
囲で行うことを合理的な配慮という。

また、差別には、①直接差別（障害を理由に違
う扱いをされる）、②間接差別（障害を理由にし
てはいないものの結果的に違う扱いをされる）、
③合理的配慮をしない行為（機会の平等のための
調整や配慮が足りない）、の３パターンがあるこ
とを、イラストでストーリー化するなどの工夫も
施した。
さらに、「八王子市における差別事例」として、
肢体、視覚、聴覚、知的、精神の障害を持つ人の
体験談42例も紹介されている。以下に一部を抜粋
した。
•肢体障害者の体験談：駅のホームで、「車いす
の向きが悪いから」と駅員が断りもなく勝手に車
いすの向きを変え、ブレーキ操作までして驚いた。
•聴覚障害者の体験談：大学病院で受診した際、
受付に耳が聞こえないことを伝えたものの、失念
されたらしく、待ちぼうけで、受診してもらえな
かった。
•精神障害者の体験談：家族から“わがまま病
だ”と言われた。
「小冊子では『差別事例』と表現しましたが、
厳密な意味で差別に当たるという判断を示したも

車いす利用者の応援コールボタン
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のではありません。障害者が生活をするうえで障
壁を感じたことを、みなさんに知っていただくこ
とが目的です」と、永松さんは言う。

課題１　周知・理解をいかに進めるか

条例が施行されて３年が経過した八王子市が抱
える課題は、実質的な意味で理解や周知を図らな
ければならないという点である。周知を図るため
の具体的な工夫として次のような点がある。
市民向け周知には駅前施設でのイベントや大学

生とのディスカッションなどを開催したほか、事
業者向けには訪問アンケートを実施している。ア
ンケートを実施するうえで、市がとった手法は
「プラス思考の接し方」の実践である。
「市として訪問すると、とかく事業者の方々は
構えてしまいがちです。そこで市職員が訪問する
のではなく、協議会の権利擁護推進部会に訪問役
をお願いして、障害者同伴で事業所を拝見させて
いただくことにしました。『このスロープがある
と助かります』『いい事例なので紹介させてくだ
さい』『こんな例もありましたよ』など、利用者
目線で事業者とお話させていただいたのです」と
永松さんは説明する。
平成25年度は大型商業施設と病院、平成26年度

は不動産関連会社と銀行を対象に実施した。「合
理的な配慮」の好事例も少なくないというが、事
業者に「障害者の目線に気づいてもらうことが狙
い」としている。

永松さんは「個人的な感想ですが」と断ったう
えで、次のように語る。
「条例ができたからといって差別を強調するよ
うな周知や対応はしていません。私どもとしては、
障害者への理解を深めていただくことが最優先な
のです。多くの市民一人ひとりや事業者に、ふだ
ん意識していなかった障害者の生活上の不便さや
生活感覚などを認識してもらう。自身が好ましい
ものではないと感じた事例があれば、障害者差別
は一定程度、解消できると思います」
条例の認知度は、制定した自治体でもそう高く

はないようだ。アンケート結果からは、都道府県
レベルの広域自治体ではおおむね県民の２割、八
王子市では障害当事者でも３割の認知度にとど
まっているという結果が出た。
住民の賛否が分かれるような条例ならば、住民

の関心度合いは異なったものになるかもしれない
が、本条例の場合、賛否が分かれる内容ではない。
ただし、「障害者を特別扱いするのか」という

問い合わせはあったそうで、市では「特別な権利
や新しい権利をつくるのではなく、障害のない人
たちと同様、生活するうえで、必要な最低限の
ルールを示した」という旨の返答をしているとい
う。
条例制度の“成果”として目に見えやすいのは、

施策上の新展開である。
条例制定時、市は差別をなくすための施策とし

て、以下の点を表明している（抜粋）。
•移動手段について：社会参加の推進のために、

触ってもわかるエレベーターの「ひらく、
とじる」ボタン

受付に設置された「耳マーク」。筆談を遠
慮なく頼むことができる。

車いす利用者が応援を容易に声掛けできる
マーク
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移動手段の確保に努めます。
•コミュニケーションについて：市役所で手話で
制度を説明したり、簡単な絵を交えて説明するよ
うに努めます。
•医療、リハビリ：緊急の場合に障害を理由に入
院が断られることなどがないよう、医療機関に障
害のある人への理解が進むよう連携します。
•教育：障害のある児童や生徒が入学及び在学中
において、教育を受ける機会を保障するよう努め
ます。
•療育：障害のある子どもが、住み慣れた地域で、
教育などを受けられるよう努めます。
この中から、教育面の実例を見ていこう。
平成26年夏、教職員の夏研修では障害者差別に
関する一コマが設けられた。また、同年度末、次
年度に特別支援学級が設けられている学校では、
障害者対応や条例への理解を深める“出前研修”
などが開催されている。
講師の選定は、市が八王子市障害者地域自立支
援協議会・権利擁護推進部会に依頼し、部会は実
態を把握している実務者を派遣している。教職員
の中には、障害当事者やその家族との接し方で、
悩みを抱えているケースが少なくないようである。

派遣講師の中には、子どもが障害を抱えている人
もおり、当事者感覚の“親目線”からの助言がな
されているという。

課題２　相談機能の強化

相談体制の活用も今後の課題である。
現在、市本庁ほか、市内に５つの相談支援事業
所がある。この事業所は、平成24年10月に施行さ
れた障害者虐待防止法に基づき、虐待の防止や家
族など養護者の支援に応じる機能も併せ持ってい
る。市では、「虐待と差別は表裏一体」という認
識のもと、機能・相談体制を強化したい意向だ。
障害者福祉課の職員は嘱託員も含め62人、うち
ケースワーカー業務の専任者は17名規模だという。
相談に応じる職員には「相談者の声を傾聴するこ
とで、解決・解消のポイントを探りあてられる」
能力が要求される。
一方、市は条例制定の先進事例として、国や自
治体から意見を求められることも多いので実情を
知ってもらうため、要請があればそれに応えよう
というスタンスをとっている。
条例づくりをめぐって、障害当事者からの問い

差別是正のための組織と仕組み図
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合わせもあったという。その中の一例に、居住地
域で差別禁止条例をつくってほしいと、関係機関
に相談したところ、市民レベルではむりだと返答
されたという主旨の相談があったそうだ。相談者
の地域の実情が把握できないことも多く、返答に
戸惑うこともあるようだが、市民とともに差別禁
止条例づくりを進めた経験などを伝えて参考にし
てもらっているという。
「もちろん、何がなんでも条例づくりが必要と
いうものではないでしょう。ただ、自治体が特定
の施策を推し進めたいと考えるなら、条例を制定
する意義は大きいと思います。実際、八王子で教
職員向けに障害者差別禁止の研修を設けられたの
も、条例という政策根拠があったからこそだと思
います。施策を打ち出しやすくなったのは確かで
す」と永松さんは語る。

課題３　障害者差別解消法との兼ね
合い

平成28年４月、障害者差別解消法が施行される。
差別的取り扱いや合理的配慮不提供の禁止、具体
的な対応、実効性の確保などの措置ほか、①相談
及び紛争の防止・解決のための体制の整備、②啓
発活動、③情報の収集、整理及び提供、④障害者
差別解消支援地域協議会の設置が盛り込まれてお
り、自治体が取り組んできた既存施策との調整、
あるいは新たに取り組まなければならない施策も
出てくる。
八王子市の場合は主に、条例に基づく施策との

調整を精査しているレベルにあるが、実務上、新
たな課題が浮上する可能性もある。
そんな中、目下「懸念していることがある」と

いう。
行政機関による差別区分の明瞭化が、一般に

とって「ここまでなら許容される」というマニュ
アル対応のように流用されることを危惧している
という。仮に事業者が、○×式に障害者対応をす
る事態は、「障害者への理解を進めるうえで本旨
ではないのではないか」と永松さんは指摘する。
もっとも、八王子市においては、条例を根拠と

して、障害当事者、市民、事業者が「悪用するよ
うなケースは発生していない」そうだが、これか
ら条例化を検討している自治体は留意する必要が
ありそうだ。

みんなが共に安心して暮らせるために

八王子市でいわゆる障害者手帳を持つ市民は約
２万2,000人（身体・知的・精神の重複を含む）
存在しているが、まちづくりに携わる市職員とし
て永松さんの思いは「みんなが共に安心して暮ら
せる八王子」である。
その一環として、市民と共に条例をつくり、一

定のルールを示し、行政スキームを構築した。
八王子の事例は、障害者福祉という領域に限ら

ず、市町村職員が共有したい、まちづくりの一過
程を示していると言えそうである。

八王子市障害者福祉課 障害者福祉課主査　永松宏一さん
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